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はじめに

　雲懲普賢｛轟は欝9食年簸刀銘幾の曖火以来、地元長編察島原毒や深江町を中心

にさまざまな被害をもたらした。簿鱗年2月25馨愛在での被害釈濁は、死者・

得方不瞬者44名．負傷者稔名という人的被害のほか、住家・非建家の全半壊等
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の被害解約25｛矯件に及んでいる。

　雲織普賢垂石火災害（以下、罫雲鶴災害達と記す」は、溝絹の氾濫や地震など

…時的な馨然環象による一遍牲の災害ではなく、噴火が長幾化することによる

継続的な災害であると麟時に、その噴火に伴って生じる火砕流や土石流による

長期にわた撃無続的に舷大した災害である。したがって・被災地方公共懸体を

はじめとして、鍵菜とはかな鯵異なった災害講策が講じられている・この災害

嬉策の特籔の一つは、災害靖策基本法（以下，「災繋法匪と謁す。〉63条i項に基

づく警戴区壕が多数の畜疑の居住地域で設定され、長蟻にわたって継続された

ことにある．この警戴区域内には、災害応急穀策に従事する考以外は立ち入り

を麟醸ないし禁壼され、これに違反した場合には1万翼以下の罰金または拘留

に麺せられる（羅法i欝条2項〉．この災穀法、との警戒匿域設定行為そのものは、

住民の生禽・身体の保護のため、往戻を公権力によって規翻するという内容を

もつ。本稿では、この点の是葬には立ち入らず、具体的な災害鰐策である被災

者の救援・生活再建蝿策の一部を分析し、現行法下で実施される災害繋策（i｝と

それにたいする地方公共毯体による補完搭麗の実態、および、今後の検討課題

を瞬らかにすることを鐸的とする②。

　鞍災者にたいする救援から生活再建への過程は、現行法舗のもとでは．さま

ざまな調度を結びつけることにより被災者救援蝿策の建長線上に生活再建講策

が位置づけられるという意駿で一本の直線であらわされるものもあれば、被災

巻救援として必ずしも位置づけることのできない、その意練でこれとは独立し

て存在する被災者の生活再建に請けた支援が複線的に実権されることも少なく

ない。本稿でいう被災者にたいする「救援」とは、災害激動法による激動（以

下、「敷物と記す．〉や生活篠羅資金の貸付など、縫会保緯的観点でとらえら

れるものと位置づける。また、本稿でいう被災者のr生活再建∫蝿策とは、公

共事業などに緑髄して、いわば臨接的に被災者の生活を復霞・復興するものと

位置づける。この理行法麟における救援と生活再建は、前達したように、必ず

しも截然と区分できないもの（たとえば、遭難霧建宅としての公営住宅と住宅婦
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被災者の救援・盤活再建法簿魏こかんする実態分皆（下由憲漆〉

策としての公営住宅〉もある．しかし、繭1者の場合には鞍災者の権蒋保瞳の観

点からのアプローチを可籠とし、後者の場合には事業翻始前に被災者には請求

権溺認められず、事業の醗始後に補助金等を支給することによって被災者の生

活再建を誘導・支援する、いわば政策酌婦策とは法的に誕麗して取鯵擾わざる

をえない、

　災蝿法では、地方公共懸棒は駐疑の生命、身体及び難産を保護するためま

さ蓑ざまな施策や欝置を実施する責務を有する（4条i項および5条i項〉と蔑

定されている、これら規定は、地方自治法2条3項i弩・・8号の確認焼定にす

ぎない鋤。それゆえ、地方公共懸体は、その糞治事務として、被災巻の救援・

生活再建に晦けた支援を実権できる。実際、いくつかの地方公共懸棒は、現行

法麟による災害鰐策を補完するとともに、独§の施策を麗麗してきている。

この蟹として、雲緯災害による被災者にたいする長綺羅・島原衛（以下、それ

ぞれ際」げ繭と詫す、／による支援の実態分析をする。

　雲纏災害にかかわる被災者の救援・生活再建対策として特徴的なのは、行政

によるものとは懸に、その一翼を撞う（財／雲懸垂災害財策基金麟設立された

ことである。岡麓の手法は、阪神・濃霧大震災対策の一つとして兵癒祭でも採

絹されている。また、法的帳縫は異なるが、欝93年詑海道欝薮神地震災害婦策

の一環として、被災5町村が地方自治法2薮条に基づき、災害義援金のみを原

資とする復興基金を設置している翰。この種の麟度確立の発螺である雲鏡災

害蝿策の分析を薮きにして、後続する基金鰹度の詳細な分衝・綾討は霧難であ

る．なぜなら、災害は、災害露たる褻然麗象の構違、蕎市部や農村部など各地

方・地域の特性などを反狭し、被災状浅がさまざまであるため、容易に前彎と

して比較・験討することはできないからである。雲藤災害では、火砕流や土層

流による家屋等に被害を受けた者（直接被災者〉と、警戒麹域等の設定によ絵

生業を営めなくなったもしくは家財等に腐食などの被害がでた者または噴火

の長幾化により生業に大きな打撃を受けた者（間接被災者〉とに分けられ、そ

れぞれに助成策が講じられているが、ここでは、直接被災者の救援・生活再建
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蝿策を主に分析する。したがって、本稿末にr雲懸垂災害に繋する対応一覧表達

（娯雲壌蕪災害復興室俸成．以下、「一覧表まと記す．〉を資料として掩載してい

るもののうち、ごく一部の分梅にならざるをえない麟。また、再籠な眼甑

具体的な内容に踏み込むこととしたい爾、

i　基金成立過程とその事業構成

　欝欝年6肩3醸の大規摸火砕流の発生による死者・行方不明者磐名簿の人的

被害を契機に、毒長は、災蝿法63条i項に基づく警戒匿壌を、講年6鴛7購こ

設定した。その後、警絞区域の範饗の纈次拡大（最大となった瞬年9月総研ま遭

難繋象盤帯2§47盤帯、鱈象人員7鎗8名／に伴い、集・毒は、避難藪の開設・変更、

簾館・ホテル・客船の一時借瞬上げや応急飯設住宅の畢鶏建設に着手した。そ

して、周年6擁2銀から類次応急飯設住宅への入羅を行い、最終的に、市では

1（｝鱈戸（寄｛郵こよる絞殺住宅を含む〉が建設された．一方、蟹では、隔年6月4

購こ、関係露省庁からなる罫平成3年雲纏普賢懸肇火葬常災害薄策本部雄を設

置し、通常の一遍姓の災害とは異な静被災後直ちにすべての繋策溝実施できる

とは隆らないから、最終的に塁分野i総項羅のF雲鶴岳噴火災害に係る被災者

等救済蝿策まを決定した傷。また、ig9塁年3肩25嚢には、激甚災害に蝿延す

るための特購の財敢援饒等に臠する法律（以下、r激甚災害洩と記す・／2条に

基づき、この災害が縁鰹激甚災害として捲定さ為た．

　大規模火砕波から警絞区域の設定までの問、斎長にたいして知事の読得がな

された麟。そして、甫長は．警戴区域の設定による被災者の生活維持等について

麟・県とも強力に支援するとの知事の約束をと静つけ，羅籔域の設定に踏み饗つた。

雲懸災害の特殊性は、窃鰻の段賠で火砕流等によ鯵直接財産被害解発生しただ

けではなく、わがくにで擁めて多数者の羅住地域炉警誠琶域に設定された結果、

多くの住蔑が火砕流等による被害鉱大前に家財を持ち織せなかった甑直接被

害を受けなかったのに長期にわたって事業漸や家渥にはいること嚇できなかっ
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被災者の救援・生活再建法鰯にかんする実意分暫（下霞憲治〉

たため財産や事業に被害誤生じた点にある纈。そのため、票は、警綾羅域内

の家屋被害などにたいする補填麟度や災害復興基金の麟設、大規模集懸移転に

た熱する擾勘などを国に求めていた。しかし、①補填鰹度については、露然災害

による私有財産や事業に係る嬢害は、被災考察身の責紐で解決することが原則

であ鯵、察力または保験契約によるなどして蝿越すべきで．公的税駿を支鎧し

て補填すべきでないこと、②覆の基金麟設については、特定年度において基金

麟設への麟成瀞蟹の致策の霧滑な執行・財敢資金の効率的綾絹に資する場合を

尉にして、雲鶴災害は毎年度の予算執行によって十分に繋恋できるから、国の

垂麺珪賛こよる基金禽彗設を行う必要はないとされている｛沁｝、

　票では、欝蟹年7月下旬から察基金麟設の穣羅漢始まり、8舞23韓に地方財

政措置を講ずる實の政癖方錐か鐵されたことから、9月2§購こ（財1雲仙岳災害

対策基金（基金額3§碧億醤〉を設立し、憩月工馨から事業を聡始した｛i蟹鋤、

その後．祭雲紬岳曝火災害義援金醍分委員会よ静60憶霧の醗分を受け義援金墓

灘一｝　楽基金4〉撰銭

聾

5嬢奮聾

交鍾税濫獲
（95％1

梁 財題

起蟹詩壇 畿絹金
肇 灘韓霧 基本羅藍
匿 3嬢憲鍔

幸
貸 酵 無頼子

貸懸

5憩餓鶏 災害薄葉
基金

｛取趣不勝

一抵艦還
5蝋意羅

舞 子 一塁叢還

義援金募金

義援金醍分 （取巌畷〉

委曇会 醗　分 欝慧魏

⇒三
　　　　　　：

　　　　　　き　　　　事業費に発てる

鷹典二長麟梁r雲盤畠災害・海原半墨復興振興計翩翻2頁よ鞍、
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金を設立するとともに、票からの無恥子貸付の塔額によ鰍最終的に緩一1の

構成となった。講基金は、新平成2年登用からの一連の雪催岳噴火による災害

に対し、被災者等の救済を燐む地域住疑等の霞立復興を支援するとともに、地

域の総合な復興・振興に寄与することまを騒的として設立された（（賄雲麟岳

災害辮策基金　寄贈行為3条〉。そして、（め被災者等の救済および自立復興支援

にかんする事業、（2〉農躰水産業の災害講策および復興にかんする事業、（3）商

工業の振興および観光の振興にかんする事業、（のその地基金の蒙的を達成す

るために必要な事業、以上の4事業を実施する（舞寄瞬行為護条〉。これら事業

を実施する運矯財産として．災害薄策基金と義援金基金の二つがあ甑蕪者は

財産運稽紅よる果実を事業費に充て、後者はその果実とともに財産襲弊を取穆

崩して事業費に充てられる。このうち、災害繁繁基金の財産は、県が地方綾を

趨籏し、察から貸し付けられ，たものである潜、その地方蟹の利子の95パーセン

トは、災害復興等蟹利子支払費購として普通地方交付税で補填されている。

　縫方、市は、票からの捲導を受け、購年稔鴛2醸に、県霞継懸噴火災害義援

金醗分委員会および毒義援金醗分委員会から灘分された災害義援金を原資として・

（財〉島原毒義援金基金（基金額襲億紛を設立した嘱㌔ただ、島原毒義援金

基金（以下、r毒基金」と詫す、）の設立にあたって、事業簸鑛溺市内に職定され

ていること、事業実施期闘摂5年と短難であることなどから、積極的に不特定

多数者の利益を実覆することか設立許可の一つの基準である（鋤ため・容易に

設立が許胃されたわけではなかった．しかし、災害薄葉という事鋳が考感され．

箆較的短撫購く約歪力月）で設立が許可された。

　基金設立後、毒は、鯵93年3∫蕪こ島原薦復興誹霞を、桑は．隔年鴛月に雲

勲蓬1災害・轟原半島復興振興誹嚢〔iε｝を策定した。ここで本稿の中心的分誘対1

象である被災者の救援・生活再建繋策について注鐸すべき点は、基金による各

種事業は、後達する食事供与事業を補完する生活支援事業、医療費助成、生活

安定再建資金の利子補給により実質無利子化するなど、行致で行う各種の救援婦策

を補完すると溝時に、住宅再建時や警戴区域等から移転して事業を再麗すると
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被災者の救援・盤活再建法麟にかんする実懇分讐（下藤憲治／

きなどに縫の災害対策ではみられない助成策を実施する点である｛絹。後者の

事業鍮、農林水産業、商工業や観光など各種産業の復興・振興と経連づけら為

る．

登　被災者の救援録策について

（難行政による救援の撮要

　雲懸災害の場合、大矯模火砕流が発生する前の欝鍵年5月29醸こ、土石流等

の発生によ蓉多数の者の生命または身体に亀害溺生じるおそれ解あった（災害

救豹法施行令i条i項4号〉ため、摩生省と察の協議のうえ（鰭、救助瀞実施さ

れることになった。救豹は、行政！による臨急的なサーヴィスの提供であ馨、遊

離瞬への毅容や食品の給与のように貧富等に縫係なく実施されるものもあるが、

都道府県災害救跡法施行網嚢彗によれば、姿力要件を規定するものが多い。救助

は鏡鞍的短期で完了し、その後は、必要な者にたいし生活保護等による生活灘

慮措置を実施すること麟基本的な運璽になっている‘渤．救助には、災害救麟

法23条i項によ吟、遊難所・癖魚腹設住宅という較容施設の供与、炊き鐵しその飽

による食贔の給与および飲料水の供給．被澱・寝具その飽生活必需品の給与ま

たは貸与、医療および助産、災害にかかった者の救鐵、生業に必要な資金・器

具または資料の鰒毒または貸与、学馬品の給与、堰葬のほか、嗣法施行令9条

に焼足する死体の捜索および麩選と、住緩またはその周辺の土石等で露営生活

に著しい支瞳を及ぼしているものの除去の計簸種類がある・このうち・璽行の

主な救励の一般麟基準は、通達でつぎのように定められている｛鋤。

　まず、叡容施設にかんし、避難翫設置のため支韻できる費罵は、設置・維持

および管遷のための人件費、溝耗機材費、建笏または機具の綻粥謝金、燃料費

および飯設トイレ筈の設置費であ吟、遭難藪設置費は欝§入i露あた鯵i万3

千鍔で、邊難霧の嬲殺甥閥は、災害発生の欝から7嚢以内である．応急飯設住

宅は、住家が全壊・全焼または流失したため居住する住家ぶなく、磨らの資力
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では住宅を確保できない者を収容するための施設であ鯵、通常、その設置戸数

は、全壊盤帯数の3割の範霧海偽で、i戸あた陰の規模は、26透磁・を基準と

し、建設費驚が欝4万7千需以内のものとされる。炊き饑しその縫による食品

の給与は、i人i嚢あたり、86G霧以内、実施難問は災害発生の嚢から7霞以

内とされている．被災住宅の応急修樫は、半壊・半焼し、露らの資力では慈急

修運できない者にたいし．居室・炊事場・硬辮等騒常生活に必要最小隆度の

部分につき、　i糧：帯あた参3§万8千聾をま二1藪とし、毒覇r替ごとに半壊・半焼盤

帯の3割の範麟内｛鋤で実施される。生業に必要な資金、器具または資料の績

与・貸与は、灘途生活福紙資金貸付鰹痩ぶあるので、現在運罵されていない。

　雲鱗災害にたいし、累は、選難翫を設置した（寮内では、購年5鳶29霞から疑

年9月28嚢の幾離、9力勝設置され、鞍容人員は逡ぺ臆6，2韓人であった。〉麟、選i

難辮における共懸生活による肉体的・精神的疲労をやわらげ、プライバシーを

確保することを蟹的に．簾館・ホテル・客船・公的蜜舎を桑費長握で惜陰上げ、

講勝での食事供与の経費も祭麟負越した．また、県は、仮設住宅の緊急建設等

について穣討に入った斜、i鱒i年6月3蒙の大焼摸火砕流発生前の段踏では仮

設建宅への大農者資格（資力要件〉に適合する者麟ごく少数であったため・警

戒匿蟻および避難勧告地域（以下、罫警戒籔域等匪と記す。〉設定前からこの資格

麟譲の緩融を厚生省に求めていた．通常の場合、入居講豪者を握握してから絞

設往宅の建設が実施される潜、膿は、建設を先行させたことと希望者麟発注数

を上罎ることが予想されたため・募集方式をとった・警戒鉦籔等の設定後・資

力要件および戸数基準は選達の弾力的運罵で、面積・単極基準は特雛基準の設

定（i戸あた吟の面積が2§、欝癬で、バス・トイレ・クーラー等を設置し、単癌約22§

万瞬〉および空室の弾力的活爾を行い居｛主礫境の肉上を麟ることで対麺iされた。

その結果、警戒区域等の解除に伴い避難盤帯が退去した後の空家を利駕し・入

居基準（2人以下髭帯i　K、3～6人置帯2K、7人以上縫帯3欝の緩隷を行い、

一堂帯の居建空聞を拡張するとともに、集会誘や荷物置き場に転篤した（一覧

表の縫．住幾等の霞立復興支援iの中のダ2、住駿の安定難策」にお謬る「行政達
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の項馨⑦⑧参窯．以下、賎一2一行政⑦⑧歪と記す．および、野一行政④）．また、

この仮設住宅建設には一定期幾を要するため、県は、察営住宅等の公的住宅の

空き家を代替手段として難いることを決駕した。その貸付条件は、仮設住宅が

無料提供されるから、家賃・敷金を免除し、公営住宅では翫得凝罎等の入艦条

件を撤廃して対越した。瞬時に、公営住宅法2条i項纏号等に基づく災害公営

住宅解建設され、さらに軍急な住宅確保のため、一定規摸の購地を必要とする

公営住宅に比し罵地確保擦鏡鞍的容易である欝鯵上げ復興住宅を採嬉した（歪

一2一鴛酸⑭〉。

　避難願の翼鏡に梓って、特溺基準（i舞あた穆i人難鱒鋤による食品給与

漢停丘されることになったため、羅土庁から補蟻金をえて（補豹率灘％〉｛鋤、

桑は食事僕与事業（欝9i年欝舞～簿望年3月までと欝93年韓月～雄鱗年3月まで〉

および特題食事供与事業（魯望年4丹～19麗年欝薙までと欝鍵年護舞～懲鱗年9擁

まで齢）を実施した（至一i一行政①⑳。麟者の事業騒的は、f雲鶴岳噴火災

害が長期化し、かつ、多数の建民が避難を継続している状況にかんぶみ、応急

講策としての食品の僕与等が講ぜら為た後においても、災害の纏続によ鯵、本

来の生活麺点における牧人の途が臨たれ、十分な生活や事業の再建活動を醐始

できない者に越し、食事の供給を確実ならしめ、生活の嚢立を支援する孟（箪こ

とにある。離者の事業録象者、すなわち、警戒籔減等に住羅を有していた者の

うち、この災害を原羅として獲麟の生業によ静得ていたまたはその見込みのあ

った鮫人が途縫え、かつ2ヶ月以上連続して避難生活を余儀なくされている者

およびその扶養家族には、食事の現物が供与され、または董人あた蓼i購総§

円が支給された。後考の事業で隷、薦者の事業鰐豪者であって一定の取入講鰻

内にある者を鰐象として瞬織の僕与・支給がなされた。

（2／墨金による救援財策の概要

　まず、仮設住宅等にかかわる事業から述べる．絞設住宅の避難住民から、老

人の意いの場、莞童・生経の合瞬学習室、仮設住宅懸地盤話人の会合場群等の
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多霞的な利矯に供するため、腹設往老懸地内集会辮の設羅潜強く要望された。

そのため、毒基金が事業主体とな惨、各懸鐘ごとに集会辮を婆心ス方式で設置

した（揮一災害雄策基金㊧・毒町基金〉．仮設住宅とともに、県は公営建宅の建

設にも取穆縛んだが尾端取得の難航等で十分な婦癒瀞できないため、民間の土

地断篇者等ぶ建設する賃貸住宅に建設費の一藻を麟成し（亙一2一災害欝策基

金⑲、被災者海けに賃貸する目的で5年闘察営住宅として集解倦噂上げだ26㌔

また、選難対策として飯設住宅・公営住宅への入居解無料であるため、嚢力で

民間蟹貸建宅等に入緩（避難〉している鬘帯に不公平感癬生じた。選難の長期

化に伴い、この盤帯の家賃負撞を軽減するため、義援金基金の事業として家賃

の一蕊窮戚を行う選難建宅家賃麟域事業が麟設され、欝醗年難欝分の家賃から

勝成購実施された（至一2一義援金基金＠・南町基金）。この駒歳額は欝額2万

鰐までは全額、それを超える部分は、月4万瞬の上酸内でi／2を勧戒した。

燃えて．警綾匿綾等の設定による仮設猛宅等への避難僅帯が、仮設住宅の撤去・

基礎補強工事その縫察毒の捲示によ吟仮設盤宅からの移転を余儀なくされた籐、

または．警絞庭域等の捲定の解除による目宅等に帰宅・移転する際の繋馬につ

いて助成する、移転費欝駒戚事業も実麓されている（至一2一義援金基金⑦〉。

　つぎに、生活支援にかかわる事業はつぎのとお静である。豪ず、食事供与事

業の財象量帯にたいし、食事盤与事業と生活保護基準（被災甫町は、3織地一

2〉との均衡を緩歩、農立支援のため薄額3万霧を支維する生活雑費支給事業

（実施期職ま農事僕与事業と講じ。〉が実施された（至一i一災害繋策基金①〉。

　第i鐵羅の食事供与事業・生活雑費支給事業の麟象撚罫生業による薮入が途

絶えまた者に畷定されていたため、その事業の申請欝62件のうち789件がこの

事業の薄象となったにすぎない（特鷲食事僕与事業は、6鍛件の牢講グ〉うち372件｝。

この食事供与事業の蝿象外燈帯の大部分が年金生活着やパート等低賃金労働者

鬘帯であ磐、食事供与事業への不満が予想されたため、新たに生活支援事業が

麟設された貸一i一義援金基金①｝．この事業は、霊錘災害の継続によ参、本

格的な生活や事業の再建活動が醒雑な縫帯にたいし霞立を支援するため生活諸
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費等の支給を行うものである．そのため、事業薄象者および事業内容は、紛食

事僕与事業の供与鰐象外とされた盤帯で、その生誕中心者の鞍入が生活諸費覇

定基準（i人鬘帯が6万鍔で、それ以上は1人堪えるごとに3万胃を換算した額〉

内の盤帯にたいし、その差額を毎薄支給（差額が3万再来満の離合は一律3万羅

実績〉するもの（実施期聡は食事僕与事業と講じ）と、鰻食事盤与事業の難象轡：

帯で．警戒褻減等の撰定解除によ瞬食事供与が打ち饗られた縫帯にたいし、食

事僕与額にみあう額を支給するもの（実権擬闘は撰定解除の翌騨～その月の捲末

まで｝と蒼ある．

　食事供与事業が特幾食事供与事業として建長・実施されることに痒い・生活

支援事業を改更し、生活諸費および一時金等の支給を実施した（玉一1一災害

鱈策基金⑨〉．この改董では、生活支援事業の麟要件が、警戴簸減等に建艦を

有していた縫帯で、鍵帯のすべての薮入から必要経費を控除した領解生活諸費

覇定基準を超えない量帯に、鱈要件の食事供与事業が特罰食事供与事業に変更

され、支給額は講じである・それとともに、この事業では・露立一時金として・

特驚食事供与事業で食事僕与が継続されなかった鬘帯および薪生活支援事業で

生活諸費の支給が継続にならなかった量帯のうち、その糧帯の薮入麟画事業の

基準額の2倍鉄筆のものにたいして、一律蔦万需が支給された。

（3／小　括

　（聾の行政による救援には、災害零慰金の支給等に絶する法律に基づく災害

鵡慰金の支給や災害援護資金の貸付、被災した抵辮得盤欝や身体瞳害者縫帯の

なかで臨の資金の貸付薄象とならない種類・幾模の鞍害を受けた縫帯にたいす

る県後会纏縫協議会からの生活橿鮭資金の貸付（亙一i一行政㊨や毒が事業

主体として実施する生活安定再建資金の貸付（玉一i一行政③〉摂実施された・

これら各種貸材について、鵜子分を補填する事業潜基金によって実施されてい

る嫁一i一義援金基金③㊥〉．

　（葺（2〉で分観した事業は、救麟を拡張したものやその廼長上にあるもの、ま
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たは、社会橿祇事業ともいうべき内容のものである．しかし、これら救援薄策

は、被災者の人権ないし権利保鐘という観点が必ずしも瞬確ではない。

　災害救助法の霞的は、r災害に際して、……応急的に、必要な救勘を行い、

災害にかかった者の保護と縫会秩序の保全を図ること」（i条〉にある。後考

の縫会秩序の保全については後述するが．前者のζ災害にかかった者の保護ま

にかかわって、災害救助の本質として、実務サイドではつぎのような整理ぶな

されていた（鋳点撰濡者／（澱。

　　ア　本法による救霧は、葬常災害に饑しての応急救劫である．灘ち葬常災

　　　害に際しての漉窺のために食料贔その地盤活必需品の欠乏、建居の喪失、

　　　疾病、傷病等に憾む罹災者に録して応急的一時的な救助の手を差し坤べ

　　　ようとするものである．従って、藤講災害復檬嬉策とは直接の関係を持

　　　たず、また経済上の原石によって生活摂できない者に薄する生活保護法

　　　の保護とも性格を異にする．

　　イ　本法による救勝は、災害にかかった者の保護と全体的な蛙会秩序の保

　　　全とが本法による救助の梅壷んだ二大嚢的である。縫って本法による救

　　　助は、災害の焼穫解超人の基本的生活権と全体的な縫会秩序の保金と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　　　に影響を及ぼす程度のものであるときに発動を見るのである。

　　ウ　本法による救助は．蟹の責錘にお恥て行われるものである。鰹人の墓

　　　本的生活権の保護と全体的な縫会秩序の保全とを馨的とする本法の救豹

　　　は、その事構の重要性からみても、又その規模から考えても、国家の行

　　　うべき任務に属するものである．

　救勧は、r平常時における羅浸の最低生活の保瞳は生活繰護法によって行い、

葬常災害時における罹災者の救麟は災害救助法によって行い、講方あいまって

蟹蔑の生活の保護を籔る」繊ために実趨されるもので、実質的に保鐘している

かどうかは議論の余地か十分ある働が．憲法25条に定める生存権を保薩する

講度の一つであ吟、災害救覇法は生活保護法の特撰法として旋盤づけることが

できる｛織．また、災害救劫法は、欝62年の災鰐法舗定に伴い、3条から毀棄

一i総一



綾災者の救援・盤活再建法麟にかんする実懇分嫉（下露憲治〉

までの中央災害救麟鰐策協議会、地方災害救豹繁繁協議会および都道府察災害

救動対策協議会等が廃止され、臨急公罵負握にかかわる媛定は存するものの、

新教会秩序の保全まの意殊は、現在では、救助をすべき幾模の災害かどうか、

したがって、麟麟負撞金を縫鐵すべき矯穫のものであるかどうかの基準設定に

とっての愚昧が強く融、きわめて間接的なものにすぎない。

　（簸で分断した行政による救援は、後会保瞳的給付としての姓擦をもつとい

える．しかし、災害救勤法をはじめとしてこれら事業が、霞生活保護法（昭秘

鍵年9層9目法律第i7号〉と隅棟に、現益でも生存権との鶴連などにかんする

明確な規定が欠けている、あるいは要綱に基づく事業であるという意線で、被

災者の権利保瞳という観点から講成されているとは》・いがたい。この点は・激

動鱒実施されない災害での救援欝置について、よ穆瞬確になろう。

　具体的な実体法上の根擁をもたない行敢による救援は、現行法に基づく難策

の不備を補完し、さらに、（2）で分析した裏金による救援の多くは、行政によ

る救援を補完する形態をとっているものといえる。しかし、この種の行政によ

る救援であれ、基金による救援であれ、懸遷の法的帳擁をもたない被会橿証・

援護事業と講様に、贈与等の契約による救援であ静、被災者の人権ないし権利

保縫という褐点からの法的構成は園難となっている。法主誌の異なる基金によ

る事業は鱗にしても、救助の終了または救助ぶ実施されない場合を想定した、

醗能な銀箏条弼を根絶とする被災者救援事業の実施が今後必要となろう、瞬時

に、災害救筋法は、戴勝の程度や離間等について通達で示し、現実1こはその内

容どおりに都道府桑災害救助法施行継則で定められていることなどからすれば、

救励を実旛した地方公共懸体への負極金鎚趣の横挽法たる意味あいが強い。そ

の本来の趣窓である被災者のr基本的生活権」を保瞳するため、事後の覆家賠叢

請求のみならず、救豹解髪較的長期に及ぶ場合を想定した早期に解決できる救

済手続の麟設を含め、その法政董拠必要である。

　食事供与事業・特勝食事供与事業、生活支援事業・新生活支援事業等の実施

や、救勝の実施・救援物資による援麟など、衣食住等生活に必要な最低限の生
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活の確保のため迅速に蝿広した結果として、雲懸災害を直接の原霞とした生活

保護の申請はなかったと分析されている（鋤。また、生活橿擾資金の貸付や、

それと講様の性格を有するといえる災害援護資金の貸付等の稀子補給事業は、

公的資金を背景とする災害蝿策基金による事業としてではなく、義援金基金に

よる事業となっている点は注羅すべきである。この義援金基金による事業の多

くは、公的資金の二重投入を選けようとしている場合と、つぎで述べるように、

被災者の経済的復繕・復興に篤いられていると考えられる。

盤　被災者の生活再建薄策について（住宅財策を中心にして）

（聾被災者実態講査の結票から

　被災者の住宅蝿策を述べる前に、漿・毒・深江町潜合瞬で実施した匿被災者

実態調査まについて遠べる。この調査は・災害が長期化するなかで、改めて被

災者の実態を講査し、砂紡薄策の基本権懇等をもふまえた被災者の意演を控握

して災害繋策・復興講策の基礎資料とするため、警戒区域等に居住していた

遭難糧：帯（欝§2年2月i3馨現在）にたいし，．董9§2年2月2漿賛から瞬年3鴛27

購こかけて訪闘調査方式で実施された（遭難量帯数簿4§毅帯、講奪麟象数轡器量

帯、麟鞍敷ig妬鬘帯、嚢鱗翼率鱒．9％1。この調査結果によれば、豊宅被害盤帯は、

全壊i蟹量帯（欝．7％〉、半壊28縫帯（i．5暢、一部撰壊5礎盤帯（27、2％〉．およ

び無被災は員欝逡帯（§奪、畦％〉であった。そのうち、今後の猛宅確保の意鶴は、

表一iのようになっている．この結果について、県・市・深江町では、④の計

蕊7量帯を永久に戻らない・戻れないと思っている者として、憧久的な住宅韓

策麟、⑤の誹鎗9縫帯を上流域の安全が確保されるまで戻れない者として長禦

的な住宅対策が、また、◎の誹967轡：帯を下流域の安全が確保されるまで戻れ

ない者として中期的な住宅蝿策が、それぞれ必要であると分解している．

　④盤帯の申では、縫に住宅の建設を希望する量帯が2蟹盤帯、公営住宅に入

居を希望する量帯がi56量帯あった．④糧：帯の中の砂防琶域内にはいると思わ

一節8一



鞍災者の救援・生活再建法麟にかんする実態分衝（下出憲拾／

表一董　今後の住宅確保恵殉について
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鐵典＝鍍災考実態講査（長鋳桑・島原毒・深江町実縫〉織果撮要よ穆．

れる253盤帯（全壊量帯照8縫帯／については、砂防緩域のはいった場合の住宅

にかんする意鋳として、飽漸に住宅建設を望むの赫焉i髭帯（59．7％）、公営住

宅に入羅を希望するのぶ73縫帯（28、9％〉、縫鰐移転しないとするのぶ3縫帯

あった．また、移転方法では、集懸で移転したいとするの毒縫78縫帯（簿．逢％〉、

露密に移転したいとするのが6§縫帯（23・7％）であった。勉辮に住宅の建設を

祷望する盤帯のうち、住宅建設場辮について嚢力で確保したいとするの潜器量

帯で、後述の防災集懸移転擾示地で穣討したいとするのが捻8量帯であった。

（2〉行政による住宅薄葉の概要（銑災集羅移転促進事業を中心に／

　（葺の結果をもとにして、県・毒では、仮設住宅の阜鱗解消に向けた公営建

宅の建設ないしその勤成（萱一2一行政⑥⑱や住宅露地の造成（玉一2一行政

⑤〉などを実施している・ここでは、とくに後者の住宅懸地の造成および防災

集懸移転綻進事業にかかわる各種事業に絞ってその概要を逮べることとする。

　欝§2年2層婚韓に、察および建設省は、雲麟災害財策で住蔑移転を伴う砂防

　　　　　　　　　　　　　　　一欝§一



鴛政被会譲葉　第8巻　第3号

譜面・治磯欝露等の防災復興誹薩をまとめ、購22舞に、水無蠣水系の砂鋳・沿

海計麟の基本購懇を住民代表に説醸した。その後、察は基本構想の見褻しを実

施しながら、災害麗連緊急砂防事業等を実施してきた．とりわけ・水無携水系

では、砂鋳ダム鎗墓および約2．5繍導流堤の建設鱒誕露されている。この導流

堤の建設予定地は、騎災集毯移転促進事業およびがけ地逓接等亀験住宅移転事

業双方の実施要件を充足するため、建築基準法39条i項および県災害危験籔域

の旛定等に麗する条鯛2条i項に基づき、災害危険区域に指定された（i鱒3年

6肩25震・長綺娯告示685号〉．また、火砕流等による被災状混および被災地域に

おける砂防事業の実施に伴う移転や住畏の持ち家志陶に爺忘し、薦垂ま、獲久的

移転難策として住宅鐡地の造成を進めた。騰に、被災者罵建宅懸地として南海

に船泊懸地・仁馨穣地の2露地（宅懸麗藪獲・公営住宅欝戸〉の造成渉完了し、

移転も麗始されている。この懸地造成では、分譲懸路を緩廉化するため、県住

宅横綴公廷が住宅懸地を造成し、集からの無利子貸付による資金の運罵果実を

造成経費へ亮当（亙一2一行政⑤）し、さらに、災害繋策基金からの篇子補給

（至一2一災害対策基金⑤〉の措置などが講じられ，た。

　防災集醸移転促進事業は、豪雨、洪水、高潮その飽の異常な密然瑳象による

災害が発生した地域または災害竜験挺駿のうち、盤渓の緩住に適当でないと認

められる籔域内にある住羅の集懸的移転を促進する事業である（紡災のための

集鑓移転縫進事業に係る霞の財政上の特懸捲置等に間する法律玉条〉。この法律に

よる補助を受けること嚇できる紡災集懇移転促進事業は、雄戸以上または集懇

移転促進事業計蚕において移転しようとする建緩数麟20戸をこえるときはその

半数以上の一露地の土地を整臆する必要炉ある（構法2条2項、羅法施行令i条

および鶴法施行橋嚢雛条〉。また、建設省漸管のがけ地近接等亀験住宅移転事業

費補助金交付要綱に基づく事業は、がけ地の嶺壊、±石流雪嶺および地すべ

箏による危険が著しいため、災害危験区域または建築基準法難条の矯定に基づ

き地方公共霧体が条擁で建築を鰹撮している琶域に存する疑存不適格住宅（危

験住宅）の移転を行う者に補勤金を交付する地方公共懸体にたいして睡が勤絞

一重欝一



鞍災者の救援・生活再建法羅にかんする実態分新（下晦憲治）

をするものである．この双方とも、事業主体は原則として毒驚村であるが、防

災集懸移転促進事業とがけ地透接等億験建宅移転事業とはつぎの点で主に相違

するといわれている磁。すなわち、前者は、もっぱら災害復猿繋策の一環と

して被災地域内の住騒の集縷的な移転を促進するが、後者は、災害予鋳の恒久

的認策の一環として総々の危験建宅の移転を勧戒する。さらに、後者では、移

転者が移転先を蔭力で確保しなければならず、また、助成講象費欝も若干相違

する（表一2〉｛鋤．ただ、飯にこのような擦違があったとしても．雲纏災害で

は、その特殊性から、難象籔域内の翻々の被災者の意向を反験して双方の事業

とも実権できる態勢になっている（轡一2〉。

　薦は、砂防事業で移転する往費を薄象に事業説覇会を瞬催・住疑惑肉調査を

実施するとともに、集懸移転促進事業計霞の承認申請にあた穆、戸磯訪鵜によ吟

移転猛異に講意書の握畿を求め、合意の確認をした．そして、市は、砂防事業区

域内で人酔流・土石流によ鞍建家が滅失し砂防事業で住家補撹の薄象とならな

い量帯について、住宅懸地入農を希望する者を中心として集羅移転健進事業謙

薩を馨1成し、ig93年8層3§韓に内霞総理大駆の承認をえた．

衰一2　移転事業の撮要

賠災集灘移転促進事業 がけ地逆接等竜験往宅移転事業

讃象獲壌・住宅
移転鯉進鼠賊麹の移転簿象煮のうち，鑑宅

ｮ地への移転養

災害亀験緩籔糞の移転薄象蓄のうち．艦宅

��ﾈ外への移転老

杉　　転　　髭
仁羅羅地．麟撰鑓鍵、

Z馨移転先として妻琶定された建宅園地

建鶏（宮力で確保）

（窪宅露地で往宅建設する移転蓉〉 ｛盤宅再建する移転者｝

①建宅の建設、罵地購入繕入金への騨多額 ⑫往宅の建設、履雛購入借入金への秘子額

への擁饒 への補勅

建勃上鰻　3，33暮，醐霧 建霧上張　3，33馨，蟹鸞輿

土地上鞍　玉，8鶉，鰯舞 圭地上醗　玉，麟，襲鎗鍔

擁勤輝象経費 ＠移転費の補蟻繊，鰯雛 土地造成墨銀　45§，蹴韓

〔離農等を梓う離合　2，欝3，暮羅曝韓｝

…
卜
卜
1

脇一一一一一一一一一一一一一一一一一一一i
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ@（住宅羅地で公嚢謹宅に入居する移転春〉1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　移転費の補勤　｛戴｝．〔懸絶　　　　　　　i

（離農等を葎う露台　2，i33，蜘脇

磁舞：嶋簾毒復興詩蚕墨敏認繍鰺頁よ管。
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麟一2　移転事業紛繕成

i磯事業碗躯域（講鞭駆動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　…

・住家補覆のな恥人　　　一　　　一・住家補農がある人1

・住家補蝶が少ない人繞葺　i　　　　　　　　i

l　　　　　　　　　Lゆ嚇業獄る擁l

l　r塵郵rr憾［
］　　　　一列壁『’髪讐欝
t　　　　　　＿

　　i　　　　　　　　　　r「公営住宅等
　　…一機密獣筋軸人［
　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　モ
　　　　　　　　　　　　　　　　　…1墜鋤一驚騒転に

　　☆（溢i〉集羅移転み祷豹を受謬る場合には、砂紡事業による住家補償は

　　　　　　受けられ，ません。
　　☆（挫21集欝移転による方が有稀な協会もあ諺ます、

農典二長続県・島漂毒・深江町『集鑛移転Q　a磁A葦3頁よ脱

（3〉基金による住宅難策の概要

　（2）で遠べた各種事業とともに、被災者の建宅懸策には、基金による勝成事

業も実施されている。畢壊以上の被害を受けた住宅を再建する燦に麟威する住

宅再建助成事業（至一2一災害韓策基金・義援金基金・毒町基金①〉または警絞

　　　　　　　　　　　　　　　　一ii2一



被災者の救援・盤活再建法講にかんする実懇分観（下由憲給〉

薮域内に長期にわたって残存する住宅の湧有春麟移転して再建する諜に麟成す

る警戒匿域内残存住宅再建時助域事業（玉一2一義援金基金・市町基金④）、こ

れら事業によ雛、被災者が住家を新築・購入する場合には5灘万需の助成金が

支給される．これら事業が主に建宅新築・購入にたいする勝成であるのに対し、

住宅の全半壊者で公営住宅や畏問住宅などに入居し将来にわたって住宅を建設

しない者には、住宅確保勧戒事業（亙一2一義援金募金・毒町基金⑨）による勧

戒がなされる．また、警戒区域等の設定ぶ解除された後、全単壊の認定を受け

た住家の大規模改修を実施するときは、35§万欝を騒度に、その改修費罵のi〆2

が駒戚される／董一2一災害鰐策基金・義援金基金・毒醗基金①〉、以上の4つの

謬｝滅1事業は、択一式である｛鋤．

（4〉小括（地の勝成事業を含めて〉

　（3〉の麟成事業は、ほとんどが義援金基金による勝成となっている。これは、

桑雲懸垂災害義援金醗分委員会から基金への醍分が遭難住民のために役立てる

ことが主緩となっていたため、避難中の盤渓や直接被災者への義援金が姿を変

えて配分されているにすぎない．いずれにせよ、被災者の住宅再建の事業は、

その資産形成に直接かかわるため、災害薄策基金による助成事業ではないこと

が淺馨される。これに難し、災害義援金のみを原資とする毒基金の事業は、必

ずしも、災害薄策基金と義援金基金とをもとにした各種事業の区分けとは縫係

なく、実施されている．前達したように、雲絵災害では、火砕流や土石流によ

る直接被災者と警絞置減等の設定による閥接被災者とぷ存窪し、この双方の要

望を受け入れて事業を実施しているため、その事業内容は広範にわたっている。

　（2〉（3／の住宅薄策のほか、警戒疑籔等の設定によ静経済的に大打撃を受けた

地域産業の復興・振興のため、さまざまな事業が実施されている。警戒区籔等

内の事業者にたいする災害薄策基金による勝成として、農鉢漁業者および中小

企業者の軍期事業再聡を躍るためi盤帯あたり5G万雷が助成され・る（董一3一

災害蝿策基金①〉とともに、被災地の多くが醸農家や茶などの生産者であった

　　　　　　　　　　　　　　　　一一縫3一



行政縫会議集　第8巻　第3号

ため．さまざまな助成が災害繋策基金・市基金を中心として実施されている

（嚢一i一災害嬉策基金・市町基金．ただし、災害鰐策基金による事業では、薦・

深江町糞の事業者に限定されないものもある．）。また、中小企業の移転について

察・露で3年聡、基金で5年閥の舞子補給麟実施される（翼一3一行政・災害講

策基金・義援金募金④）とともに、商工業箆設再開特等麟成事業として、移転

は臆巷万霧、現幾再醗は欝春万霧を鰻度に再闘詩等の経費のi〆2を勝成してい

る（蟹一災害鱈策基金③〉。被災毒i町（小渓町・奮津町・深江郷〉は観光地であ蓼、

その復興・振興のための勝成策も講じられている難一行政・災害鯨策基金。劇

深江町については、纒一毒町基金）。

　営農にかんし、活動火田対策特幾借置法2条i項に基づく選難施設緊急整備地

籔に髭定され（欝醗年9月27鶴、また、購法8条5項に基づき罫防災営農施設

整備計爾まによる事業が実施され都鋤とともに、基金による補充も行われ

（亜董一i一災害講策基金・毒町基金⑳⑫〉、癒単位の勧戒総額を受けた事業者も

いる。また、水無耀下漉と導波堤の問にある安中三角地帯では、砂鋳事業の難

象籔域外とされていたため、家屋ぶ無鞍害の者にはなんらの豹戒措置も講じら

れない可籠牲があったが、雲鶴災害の馬蝿激甚災害の指定によ吟、農稼水産業

旛設災害復檬事業費国癒補跡の暫定措置に臠する法律および激蓬災害法に基づ

く農地等災害復簸事業など、各種公共事業を実施することによ警、瞬鰭帯の災

害復興等を支援することになっている（至卜i一行敢・災害蝿策基金・甫町基

金⑦〉。ただ、この点についても、激蓬災害法も含めて、郵農林水産業の維持を

緩箏、あわせてその経営の安定に寄与達（農躰水産業施設災害復醸事業費羅擁補

麟の暫定搭鍛に関する法律i条〉する農鉢水産施設にかかわる騒劉前後縷事業が

多く、それ，に伴う生活再建支援も、第一次産業従事者には厚く、一般被災者に

は薄いため、宅蟻住宅についての補勝率を上げるべきであるという主張もなさ

れている｛鐙．

　これらは、警栽区域等の設定による幾接被災者への罫ストレートな補償が難

しいとしても、姿を変えた形での補てんなど工夫をしたい∫という察議会での

　　　　　　　　　　　　　　　　一圭舞一



綾災者の救援・隻活再建法麟にかんする実懇分蟹（下露憲治〉

集細事答弁（長鋳新難・婚9至年7月6韓韓舞〉を具現化したものといえる。ただ

し、災害薄策基金による事業は、必ずしも警戒籔域等が設定された地域、被災

2毒町に瞳らず、島原峯島の纏の町にも後輿・振興のため勧戒事業を実施して

いることは涯蔑すべきであろう（38｝。

　以上の麟成金は、累基金から直接被災者に支給さ為るものもある（たとえば、

果基金単独の各種舞子補給事業〉解、多くの場合は、雲懸垂災害蝿策基金補動金

として県基金から毒基金へ、そして、薦基金から各事業薄象者へ支給されてい

た。ただ、基金による鍛1成事業の中には、事業者等の資産を増1撫させる事業も

含まれているから、これら助成金が、一時辮得等として甦理されれば課税鰐象

とな善うる。現在では、市基金から直接事業者等に動成金を支給するという方

式ではなく、市基金からいったん市の歳入（雑人として〉に取鯵入れ、市から

補勘金として交付されている（たとえば、翫得税滋2条参購て鋤。

　ここで涯意しなければならないのは、災害薄葉基金を除き、雲癩災害の被災

者にたいする災害義援金潜多く寄せられたため、それを運篤して被災者の生活

再建事業を実施しているが、この災害義援金の額は、そのときどきによってま

ちまちであ吟、不確定要素が葬常に多いことである。しかも、雲盤災害の特異

牲およびその蝿策の特徴から、特鰍措置が葬常に多い。したがって、この災害

鱈策を一般化することはできないが、今後も生じうる大規摸災害ないし特異な

災害の蝿策には参考となるところが少なくない．

　以上のとお蓼、雲紬災害における被災者の生活再建穀策は、一部を除けば、

蟹からの補助による災害復照・復興ないし災害予騎を誘導する散策酌婦応であ

るということができる．災害薄策にとって、災害の予防ないし軽減が重要であ

ることは承認しつつも、被災者の生活欝建という観角からみれ、ば、つぎの点が

指摘できる。

　被災者の生活再建蝿策を実施するうえで、災害蝋策基金の設置にもみられる

ように、地方公共懸捧の難敦上の麗題との関係を無観して譲ずることはできな

い。災害の規模などによって板違するが、雲紬災害の場合には、火砕流や土石
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流によって直接被害を受けた鰹域は一部の地域であ鯵、地方公共欝体は・災害

靖策を実施するかたわら、韓常業務を遂行しなければならない。縫方、地方税

などによる税叡は抵下せざるをえず、鑓方公共懸体が実施する災害関連事業の

塔大とともに、地方財政の涯邉に拍車をかける結果となる（紛。被災者の救援・

生活再建薄舞は、災蝦法上、基本的には地方公共懸捧の責務とされている蹴

現実には，縫方の財源で十分に婦応できず、被災斌溌や地域の特性に講癒した

彩で実施されるべき事業が、一定のメニューを麟擾にする醗の補勝金に依擁せ

ざるをえない事情もあることには注意を要する。

　基金翻設の蕩萎に、行政による救援蠕策の補完および行敢では行うことのでき

ないきめ総かな燐策を迂遠かつ弾力的に行替、災害からの窪立復興を強力に援

麟することをその蟹的とした。しかし、罫行政では行うことのできない」鰐策

とはなにかぶここで題われなけれ．ぱならない。本稿で分析繋象とした行致によ

る懸策は、一部地方公共遜体単独事業はある歩、ほとんどが覆からの蟹癒負担

金ないし補雛金のつくものであるといえる、どのような婦策をどの程度まで行

敢が実施すべきかは、必ずしも、雲纏災害穀策を分観しても瞬確とはならない

が、露寒論や行難敵論ともかかわ陰、容易に述べることができず、今後の課題

として醗究を進めていきたい．

おわ毒ナに

　本稿では、被災者の救援・生活再建麟策という区分をもとにして、災害婦策

法趨、そして、羅基金・市基金による事業の一難を分析した。災害対策法磯に

たいするアプ窪一チ方法としては、たとえば、災害の予鋳・軽減策や災害後覆

を中、1〉にすれば蟹土・環境保全・擁憲謙蚕等にかかわる法の観点から、災害発

生直前ないし発生直後の行致庁の権譲行使を幸心にすれば講学上の警察法の観

点など、さまざまなアプローチが可籠である。しかし、時系爽的に饗織して分

析したのでは、鞍災者救援・生活再建の実態がみえづらいことから、災難法の
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被災者の救援・生活再建法麟にかんする実態分観（下館憲溝〉

体系をこえたアプ寡一チ方法を採嬉した。

　雲盤災害にたいする被災地方公共懸体の施策を契機にして、近年の大震模な

災害後には，災害義援金を原資とするか、財致措置を講じて原資を生み鐡すか、

それぞれ方法は異なるが、なんらかのr基金謹調度を設け、被災者の救援・生

活再建事業を実施してきている。本稿の分析薄象である雲綾災害の場合には、

懸々具体的にみ轟ば必ずしもそうではないが、一般的には、票の災害薄策基金

による事業は桂会保緯・後会福鮭事業もしくはその延長上に位置するもの、ま

たは地籔の復興・振興策にあたるものが多く、義援金基金による事業は被災者

の財産補填の意瞭あいぶ強い。縫方、毒基金による事業は、県基金との関連お

よび被災者からの要望に惑える形で、県基金の事業匿分とはかかわ静なく実施

されている。雲懸災害における被災者救援贈策は、救動を穂盛舷張または弾力

的に連環するとともに、可憐…な曝けの飽の関連法舗の活罵や補豹事業の倉1設、

そして、基金事業の実施によって、補完しているということができる。

　今後の救援穀策一般にかかわって、災害救駒法を含めて、被災巻の救援にか

んし、その権利姓の存否を運論的に追求することなしに敏覆したのでは、國ま

たは地方公共懸体の予算搭羅や慶存の法麟獲の弾力的遅場という広籔な裁量に

よるほかなく．法的規律撰漿難であると瞬時に、恣意的な運矯に流れ、る罵議鍾愛

を敬任しかねないことも否定できない。それゆえ、被災者救援法麟にかんする

よ警詳細な検討をふまえ、その総合的な醗究が課題となる。本稿では分析鰐象

とはしなかったぶ、災害救瞬法による救助が実施されず、したがって、災対法

に基づく都道癖羅ないし市区野村地域防災計懸に定める被災者救援措置を実施

する場合にも、被災者の生活維持にとって重大な支離が生じるおそれがある・

この点の詳細な分緩・検討は、懸の機会に行いたい。

輝注

　鱒　本稿では　現行法麹の金棒壕を瞬らかにすることを目的とはしていない。し

　　たがって、補豹額や貸付額等の点で現行麟度とは若干穣達する点はあるが、そ
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讐政歓会譲葉　第8巻　第3畢

　の全体縁を示すものとして、たとえば、麗±淳防災騰監修鞍本の災害薄策（改

　訂蔽薙（平成3年・ぎょうせい〉ぶあるので参賺していただきたい。

②　この点にかんする先響業績として、たとえば、蒋珠繊噴火災害を主な契機と

　したものに、三木義一紅綬災者に鰐する難敵援購法麟とその闇題点ま静岡大学

　法経嬬究36巻（雄87年〉i号蔭i頁以下溺ある．また、震撼災害にかんし、購部

　泰隆『政策法務からの提議湛（婚93年・舞奉謬譲縫／騰8頁以下、蔽禅・淡酪大

　震災にかんし、瞬ゼ大震災の法と敢篆書（鯵95年・霞本葬譲縫）がある．

麟　たとえば、今井・長谷瑠・楼鋳編著野都南防災（新時代の鄭薦政策第8巻鷲

　　（紹秘5＄年・ぎょうせい〉59責（靉靆猛執筆〉および溝鋳庁防災課縫ぎ逐条解

　説災害韓策基本法オ（平成7年・ぎょうせい）鍛頁でも、指摘されている、

轡　新潟集、t越毒では、婚§5年7月雛馨の水害の際に寄せられた災害義援金およ

　び一般辮源から鐵資して（謙2㈱万羅〉、購旛災害懸策基金を設置して替る．こ

　のいわゆる条擁基金では、災害義援金を将薬に陶けて役立てるという意馨のほ

　か、災害時の購濾確保もその馨的としている．救勝が実施された場合であって

　も、年度末に躍の負握金の交付はあるが、それまでの閣、縫方公共懸体（主に

　畜町替〉の予備費でまかなわなければならない．財源の乏しい市町融での、今

　後の救跡実施憂）ための一工夫であるといえる。この群細は、災害救援法簿1およ

　び実施遍程の分新を甥稿でする際、と吟あげたい．

織　奉稿では、農躰水産業にかかわる被害や学校施設にかかわる被害釈浅および

　その婦策などについては、詳細には蓋及していない．これらの点は、長綺大学

　生涯学習センター運鴬委貴会編群雲麹・普賢垂東出災害にいどむ一長綺大学か

　らの縫霞一還（軍威6年号大蔵省靉靆羅〉を参照していただきたい。

麟　以下、誕纒な事実等については、榔注に挙げたもの以外は、筆者の講壼によ

　るもののほか、長憐察災害蝿策本部野霞継・普賢叢噴火災害の記録（平成3年

　度～平成畦年度藩（平成5年穂薄）、長綺衆多雲綾慧災害・島原享爵復興振興誕

　懸垂（平成5年i2恥、島原毒『雲蟹い普賢垂噴火災害昆原帯復興讃灘遜（平成5

　年3月｝・翼謙懸改訂蔽（平成7年3蜷〉、（難〉雲譲藷災害薄策基金匿たくま

　しく一復興への歩み遜（軍威6年9月〉および雲鶴普賢濫乗出災害救援繋策鋳原

　講高翼翼センター・普賢蕪災害合講講糞霧蓼雲織・普賢懸災害　災害からの復

　興への途（試論縫（平成7年i秘を参懇した。

一茎i8一



鞍災者の救援・蛋活再建法麟にかんする実態分藪（下山憲浴

鱒　この詳羅は、麟土庁継ぎ平成6年版　防災叢書藩（平成6年・大蔵省縣麟局〉

　器8責以下および霧ぎ平成7年度蔽　紡災姦婁垂（軍！威7年・大蔵省蒙麟轟〉捻7

　頁以下参窯。

麟　鐘ヶ窪管一ギ乗出災害との饑いま（琶〉砂紡学会霧r火砕流・±蒼波の実態と

　懸策毒（欝§3年・鹿島繊藪会）勝駿5頁．

鋤　ここで注意しなければならないのは，災難法のいう災害とはなにかである．

　災講法2条i畢では、災害とは、「暴風、豪雨、豪繋、渓水、轟潮、地震、津渡、

　噴火その飽の異常な濤然罷象又は大渓模な火事若しくは爆発その鰹その及ぼす

　被害の程度においてこれらに類する政令で定める原石によ蓼生ずる霰害まをい

　い、政令で定める原霞とは、岡法施行令i条によれ，ぱ、罫敏躯姓鞠質の大量敬灘、

　多数者の適難を伴う船舷の沈没その催の大観摸な事故」をいう．災蝦法茎茶か

　らすれば、災害漿による魑土室びに露浸の隻命、身体及び財産墨に鰐する破

　害、特に後者では、死亡・行方不瞬、重軽傷、住家等の掻壊が準災害まとなろ

　う（災対法53条および疑法施行規則溺表i参蕪〉．また、織然鐸絹また縁人為

　的俸湧ぶ誘瞬で、地域の人給鮭会生活毅境に擬傷や危害を与え、かつ、人命に

　かかわる現象もしくは人命にかかわるおそれのある現象壌ぶ災害であ疹、r人聞

　活動の集羅すなわち縫会盤活殺箋における事象を被害の蝿象とする現象であっ

　て、魑人的な災難は災害ではない藩ともいわれている（訟澤勲監修鎗然災害

　稗学事典磨（欝88年・築地書鋤玉総頁〉。しかし、魅力で、災藩法5§条の幾建で

　は、郵災害の拡大を防壼する」ため、鞍災者の救鱗等や応急教袴、施設等の応急

　復瞬等の応急蝿策を実施することぶあげら轟てセ・るから、どこまでを災害とい

　うかについては議講の金離があるが．少なくとも、縫火等の災害霞によって甕

　接盤じた鼓害に罎定されないということができる。

藤　吉麗鑑絵雛盲嚢織舞噴火災害鰐策まジュ夢スト987暑（欝搬年〉8頁以下．な

　お、瞬の基金翻設については、大蔵省から各省庁に罫災害復興基金を設けるこ

　とについて淫と題する文書がまわ静、とくに新しい難度を設ける必要盤がな恥

　ことや蟹の施策と重複せず、かつ匿が財政援跡をするのに適当な基金業務があ

　るとは考えられ’ないなど、大蔵賓の考え方が示されたといわれている（長綺新

　贋1・iggi年8月3雛形護筆恥。

鰯　当籾は大蔵省が資金を挺鐡して鑛の基金を麟殺する案が浮上したがそれがつ
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ぶれ、集ぶ地方綾を起積して嚢ら基金を麟殺し、そのうちの穰還舞子分を国が

普通地方交付磁で支援することとなった．麟は直接の擁鐡をさけたく、娯は轟

鑑垂こできる資金ぶ必要であったことに双方の無害が講秘し、基金経度が設立さ

れることとなったといわれている（長編新醐・簿綴年8罵27騒輯馨転ただ・な

にゆえ、たとえば、条躯1基金等の手法もあるのに公益法人（難籏法人〉方式を

と惨いれ，たのかは、桑基金および市基金双方ともはっき験しなかった。あくま

で筆者の推灘であるぶ、暗闘的余樽がなかったことと・その当否絃鐵にして・

議会潜直接縫与する形懇を詞還することにあっ赴のではなかろうか。

　これ。に難し、龍海進南悪神地震で大きな叢書を聾した5跨繕（奥腕町・大威

霧・灘搬町・認陰出町・島牧替）では、その産業構造の穣達や業種による被害

験浅に格差があ吟、地籔の実椿に邸した支援を準急に必要としていること、ま

た、懸々の霰災者の要望・意講が攣鶏に反酸しやすいように町耕が単独で基金

を設置した．そこで基金設置方法について、購霧方式・条擁方式（地方霞治法

2壇条〉および公益儒託方式ぶ考慮された。公益欝託方式碁風設定ぶ容易である

ぶ被災地域の実椿に離した地域振興の観、燕に立った施策を迅速かつ弾力的に展

麗することが鑓難であることから、購鑓方式と条鱗方式に絞って検討され・た。

そして、財懸方式による公益活動1ま、基本的に長期にわたることが想定されて

いること、その設立には新たな人的・物的資源を要すること、また・公益法人

の継続盤の観点から検認を要することなどのデメサットはあるが、公益活動を

迅速かつ弾力的に実施する点では優れている。飽方、条蠣方式では、法令に基

づく予算の議決など執待手続きにおいて需要み暗闘を要するが・被災町村の行

政旛策との整合性をはか鯵やすく、設置が簸便であることが認められた。叢災

5町村は、①地域控民の声はすべて地域の代表として選農された議会議貴に委

ねてきた錘史的背景、②難態業務に参麟が予定される業種鶏代表としての人誘

が得られにくく、隻業に往事する傍ら露欝業務をこなす時瞬的余擦がないこと、

③露懸の事務職員についても地域的事情から適任者が得られにくいこと、④被

災盗後から災害復譲・義援金の活薦方法などについて議曇全員がゼ災害簸策特

震委員会」を購成し議讒してきたため、議会が鵠議決定機魏として縫与するこ

とで往戻の饗解を霧やすく、基金事業の弾力的実施も可能であること、⑤復瞬

事業と基金事業とぶ密接に縫達するため、睡および靴海道の補跡金麟度等の事
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被災者の救援宛生活再建法舗にかんする実態分嫉（下襲憲治〉

　務に糖題した町替職員の積極的参撫が必要であることから、条蟹方式が採用さ

　れている（詫灘道止薩振興鶴載海道講藝沖箆震災審復興穀策室匿詑海道講藪沸

　地震災害復興婦策の機要蓋（平成7年5澱）鴛7翼以下）。

麟　財掻法人雲鞍鋳災害蝿策基金の役員は、選事長が長綺漿知事．邊事が、長麟

　羅議会議長・長綺桑麟知事・長綺察議会麟議長・長綺大学長・長綺羅弁護士会

　会長・島原確長・深江町長・薄為栗馨町樗会会長・長綺察繭玉会議湧連合会会

　長・長編祭農業蕩瞬総合準央会会長・長綺漿漁業鶉講懇合連合会会長・畏麟擬

　生活遜鮭部長、常務運事ぶ長綺漂運事（雲懸垂災害復興握当〉、そして、監事が、

　長綺羅鐵納長・島原市薮入綬である。瞬基金の事務矯は、雲織岳災害復興室お

　よび鑓孫譲の職員によ箏棲域さ為ている。隅室は、雲懸懸災害復興撞当遜事お

　よび土木披纂調整逡蜜参事監とともに、知事の指導力で縫係各灘を夢一ドする

　ため、知事直軽の機縫として設置されている。

磯　地方交付税法辮劉6条（平成3年鷲舞2倉舞法難第爵号｝および蓄平成7年度

　普通交付税算定上の改藍点及び浅意点（薬遠海察分〉」嘱平成7年6月3§饗褻治

　省交替税課〉第二費目溺事項　第一七参黙．

麟　財霧法人島糠帯義援金基金の寄鮒行為の馨的および事業内容は察基金と購一

　である。瞬基金の役員は、選事長瀞島原毒長、還事解、島原毒議会議長・露原

　毒動役・島原毒議会副議長・島原市灘翼警護士・長憐察島原振興騒擾・島原講

　町内会長連続協議会長・島原濤工会議藪会頭・島原毒農業協瞬縫合長・島漂毒

　漁業鶉懸紐会長、常務蓬事び酷尿毒勘役（紡災麺当〉、そして、監事が、露原講

　代表監蓋委員・島原南牧入後である、

麟　公益法人監督事務連続鵜議会ギ公益法人設立誇再審糞基準等に臠する申し合

　せ3（紹隷47年3月23鋤の第一参照。

麟なお、島療半島の振興については、墨島振興法2条i項の趨走による半島振

　興薄策実施地域に指定され（確報撰年3月談馨・総選霧散示8号、軍威連年翅

　擁簸霞・総璽府告示25号による第2欧敗豊が行われている．〉、また、瞬法欝条

　の趨走によ警単島振興魁策実施地械の振興のために特に重要と認められる遵露

　も振定されている（灘趣63年捻月3羅・建設省告示2295号〉。）

麟　麟注織・ぎ雲麟垂災害・息原半島復興振興計霞薯茸2頁。

麟　摩生省歓会局長から各擁遂癖羅知事あて通知「災害救豹法による救勤の実施
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行政歓会論集　第8巻　第3号

　について王聡藤4§年5月琵無縫施鱒号（鋸穣47年i樗鍾馨縫施3号によ蓼改正〉

　精一　災害激励法による救駒の実施要件に絶する事項」のうち紅一　災害の

　認窟（二挺参照。

麟　内幾富携長官・繧盤事務欧密から各都遵府桑知事あて蟹頼通知「災害救豹法

　の運罵に臠する件諜（紹鞍22年欝擁2醸登縫第捻5馨〉参熱。

鯵　厚生事務次官から各薬這欝察知事あて通知ゼ災害救跡法による救勘の程度、

　方法没び難問壷びに実費弁護についてま（贈稀鎗年5月蔓聲原猛省祇第欝2号．

　平成7年7擁27縫厚盈省縫第2謎号によ穆改董〉．なお、この基準は、隻活保護

　基準とは異な馨、F一徳のめど茎であ静、災害の焼模等に慈じてかな参弾力的運

　灘が可髭であるとされている（第3§霞会衆議蕩地方行政委員会議録鼓畢（躍私

　36年欝灘欝欝20頁の瀬戸新太鰯羅生省歓会施設議長筈弁〉。ただ、この弾力的

　運罵や特麗基準は、たとえば、避難湧の設置のように7蔭という基準があれば、

　その延長は7辱ごとに繰捗返し濠生大麩の承認を受雛ることとされている（淳

　生省縫会講麹設諜監修匿災害救麟の実務一箪成4年額皿退（平成4年・第一法規〉

　6§頁｝。

講　ここで鵠う霞らの資力では住宅を得ることぶできない者とは、飯設住宅程度

　の住宅をも確保することができない者であ蓼、趨盛額の獲欝金・不動産ぶある

　者や親戚・知人からの濫入金で住宅再建寮できる者はその蝿象とならないとさ

　れている（前濫鱒・ζ災害救勧の実務嚢箆頁〉。また、この徳急復設住宅の設鐙

　戸数は、ギ住異の経済的な能力ならびに公営住宅法による災害公嚢住宅及ぴ住宅

　金融公癒の災害貸材棒による謙資住宅等の鰹度によ移建設できる戸数を考慮し

　て∫全壊（焼）流鐡鬘帯数の3麟以内と定められている（ぎ災害救豹の実務盤73

　頁〉．なお、災害公営住宅は、災害によ静滅失した住宅戸数の3割麹当までが麟

　の補勝の懸象となる（公営住宅法8条i項〉が、激蓋災害の指建を受けた場合

　には5麟撫当までぶ霞の補勘の鰐象となる（激甚災害法22条〉。

繊　この救豹の鰐象盤帯数は、「被害の程度及び建具の経済的能力縮力による修

　遜再籠姓等1を考慮し3半壊・墨焼盤帯数の3割獄内と定められている（摩盤

　省桂会属施設課艦修『災害救豹誌遷（躍零麟2年・災害救勝総懸醗究会（嚢本赤十

　字桂救護課内〉〉廼§頁〉。

鰭　この種の事業は、通常であれ，ば厚生省辮管のものと考えられ，る撰、救駒によ
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被災者の救援・生活再建法簿1にかんする婁態分新（下露憲治〉

　る食贔の給与は7弩ごとに承認牢講をすれば霧綴建長ぶ認められうる（前濫鱒・

　疹災害救駒の実務葺89頁〉とか．仮設住宅等への避難後は生活線護の受給をす

　ればよいと考えてか、翼雀形この事業の辮管を碧渋った達ため、国土庁の漸管

　となった（地方行政・軍威3年9月講馨（時事通繕縫〉欝頁〉。

麟　第2簿馨の金事僕与事業・特劉食事供与事業は、中尾雄上流械へ簿93年6月23

　購こ火焼模火砕流解発猛し、千本本地猛に大きな被害ぶ発癒したことに伴う捲

　置である（前涯鱗・蓼軍威7年蔽　防災譲書違3暮§頁〉。

鱒　馨土庁織ζ平成5年蔽　騎災鶏書露（平成5年・大蔵省印麟局）383頁．

瞬　この種の手法は、環姦、建設省燐管事業として饒設されている。建設省は、

　窺行の公営鑑定麟渡を補完し、多蟻な僕給手法によ吟抵漸得者にたいする賃貸

　住宅を盤給するため、土地衝有者等の建設する麓宅の欝弩上げ、霧箱地の再灘

　発によ鯵瑛紹される住宅の買い敢む等の僕給手法を活矯する特定欝上・買取賃

　貸住宅講渡を翻殺している．なお、筆者ぶ参照したのは、建設省住宅局新公的

　資金による住宅舗度の橿要漣（平成7年7∫診察治大器官携文書諜・中央鋳災会

　議事務局・建設省演鱗馬騎災諜監修『災害蝿策縫係法令集選（ぎょうせい〉9巻

　94i7．5頁以下である．

麟　離注鰺・56頁．麟注鱒・ゼ災害救豹の実務蓋嘆蚕にも瞬様の記載ぶある。

鱒　海藤誠夫置災害救助法の解験圭（駆憩23年・縁本紙会事業協会〉鎗頁。

鱒　たとえば、阪神・淡鋒大震災にかんし、平成7年度近弁連人権夏驚醗鬱金

　（簿9§年7月2蝦実施〉における鞭告集である近畿弁護士連合会人権擁護委員

　会『大燦模災害と被災者の人権選で、その実態都詳細に紹介されている．なお・

　離離21・『大震災の法と政策遭捻8頁以下参黙。

麟　生活保護法と災害救豹法との関連は、前淫縫のほか、小蜜新欧郎匿酸訂塔補盤

　活保護法の解験と運絹（復灘販羅（孚成3年・全国歓会福鮭協議会〉葺頁およ

　び臨部・懸宰舘・簾本纒蓼鮭会保緯蕎政法醒（繧秘55年・蕎斐藩）6鱒翼（演野

　疋輝執筆ン参窯．

舗　藤淫鱒・匿災害救劫の輿務葦25頁以下参照。

麟　麟潅鶴野　『雲纏・普賢猛駿東災害の記録遷i憩頁。平成3年6層愛姦の島原毒

　における被保護盤帯は鴛3盤帯（欝8人〉で．そのうち5縫帯（7人〉が遭難量

　帯であった。災害後の保護聡始・廃藍件数縁、それぞ細腕・3§件であ静、さら
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鴛政歓会譲集　第8巻　第3号

　に、食事供与事業廃銃後では、穣談件数が2、申請件数i、醗始群数iとなつ

　ている。

繊　筆者解参照したのは、ぎ災害講策雛係法令集蚕稔巻慧総5、鴛3頁である。

購　島原毒安中地籔の防災集懸移転縫進事業については、鯵93年度の予算で特殊

　土じょう地帯災害紡験及び振興臨時措置法2条i項による特殊±じょう地帯と

　して取静掻われることとな瞬、補豹の羅度額が上昇している。

購　以上の住宅舞む域事業とは麗に、家露等の購入費を勤成するための住宅被災者

　再建鱗成事業（至一2一義援金基金・毒町基金③〉が実施さ細ている。この事

　業では、全壊者にたいする麟成が完全滅失者とその飽の滅失考の二つに籔分さ

　れている。これは、被災認定基準（晦幾総連大駆密語審議室長から警察・摩隻・

　建設・溝鋳各省庁あて遜知r災害の被害認定基準の統一について歪（晒鱗3年6

　選翼翼総審疑5号〉〉では、住家の全壊とは、住家の掻壊焼失もしくは流失した

　部分の昧懸積がその住家の麺籏錘積の簿パーセント以上に達した程度のものま

　たは住家の主要構造部の被害額がその住家の時緬灘パーセント以上に達したも

　のをいうとされているぶ、この基準では、控家のハコの譲分が認定の難象とな

　善，その牢身の家財等は認定の蝿象となっていないため、家購等赫まだ綻罵に

　たえる場合とそうでない場合とを分けて麟成する必要が盤じたものと思われる・

雛　降灰蟻載における土壌等の矯董、降灰紡藍・鋒灰除去施設等の整騰を事業晦

　容とする第i次防災営農施設整備欝蚕は、臆鍵年鴛月露灘こ承認をえた。また、

　第一次騎災営農施設整備謙錘め究実化を穰るため、第2欧防災営農施設整備誹

　藏が俸威され、臆92年3層綴研こ承認されている．

繍　この点は、前渡鱗・三木譲文？2頁。

鰍　講市警に限定されない、薦および南蕩木部跨で実籍される事業も少なくない。

　たとえば、農躰水産業者・中小企業者等にたいして、生業維持のための災害離

　資等の繕入にかかわる利子補綴を、衷た、農抹水産業者にたいして、盛業再麗・

　復轄のための資金懸人にかかわる麟子補給を察・市町等および災害燐策基金

　　（ト3一行酸・災害講策基金②③によ吟実施し、勝成率が最高無舞子とな

　るようにしている。

雛　この憲については、基金から直接甥成金が交替されることぶ基金設立蚤窃の

　慧定であ滲、その当時では、税法縫孫の縷説が十分でなかったものと思われる。
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緩災考の救援・生活再建法1糠こかんする実態分衝《下妻憲治1

　今後瞬種の公益法人を設立する際には、手分な検討が必要であろう。また．こ

　のような税法上の観、嶽からのみではなく、この補勧金鮮地方衰治法232条の2に

　定めるζ公金上の必要潜ある場合まに該当するかどうかも棲講ずる必要ぶでて

　くることとなろう。この匿公蓋牲達の存否については、票は、緩災地域の産業・

　経済の落盤化につなが静、そのため多公益上の必要ま盤ぶあるという認識にた

　っている。一般的な議論は懸として、この場合には、騒人・事業者等にたいす

　る駒域ぶ、災害対策基金や災害義援金を原資にした義援金基金・霧基金から、

　緩災者の盤活蒋建や綾災事業者・懸体の盛業支援、復興・振興の霞的で麗鐵さ

　れているという特殊事鷺も考慮されなければならないであろう。

麟中糧入躯聴治棒の災害薄殿繭灘§1・蔭強・普賢濫災害災害からの復興へ

　の途（試譲薩99頁以下でこの点が詳総に分極されている．

《付　誹

　本稿の稚成にあたって、長綺察雲麟岳災害復興室の一瀬修治氏、小島萌氏、

轍聾秀男氏、久富籠介氏をはじめとする暖室職員の方々、および、島原毒災害

復興諜の甲羅窮氏、薩鱗英瞬氏をはじめとする瞬課職員の方々には、調査およ

び資料縫僕に多くのご醍慮をいただいた。記して御礼申しあげる。なお、本稿

における事実の記載について誤雛があるときは、筆者の誤解によるものである。

　本稿は、平成7年度科学羅究費補勤金（奨励醗究（A〉〉による麟究成果の

一部である。
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雲纏岳災害に麟する麟応一覧表（職陣膿難

至．住幾等の自立復興支援

i．生酒硲安定麟第
一　　　　　　　i鴛　　　　　陵　　　　　　　　　　　i

災害鍵策基金　　　　　　　　　　　1 義援金基金 薦　弩　墓　金

（議事盤与事業騰。産躯麟．韻 鎗雑費緩乗せ3硲／月 鐙食事供与嚇宍喰事盤与

賦盤帯舞万鍔／鴛 事業の薄象餐の僅韻

いわ睡る塗賞業者に適羅 ！
穿
き

年金生選者等月単海6万馨

馨鵬喰事鋲与事業 響糊膿事裏写の補霧（嚇i

腿．違～鑑．蹴 食事婁与事業秀韓象碁の鍵

駿λを麹棄した支鍵 葡　　　　　　　　1
ﾇ醗費．醜嫉一論

（鍵活安定再建資金砂貸欝
1
奪濃還鋳の縄子補職無舞子／

鵬万難／盤帯

エ§年襲還／うち5年蟹謝

鐙災害援護資金の貸蟹 魯嬢還蹴瑚子矯毅

零懸金法 端鬱金慈

励秀舞／量帯 襲還蹴単離鋒擁織

懲年襲還（うち3年擬勢 撫舞勤

龍王鶴

髭活麟垂資金 塗活麟筋金

騰方響／麗帯 饋還灘隼鶴舞礪毅

8年襲還の艇庫擬翻 撫秘融

§薮療費融無糖と綴麟 1鍬縫働採験の無縫と

※水遊覇一時金交雑鱗i江鞠

圭，鱗霧／月

麟繍乾燥機の支緯（灘鐸／

2．往磐お安定対策

徳 致 災害簿策基金　　i　　義　援　金　墓　金 晦　瞬　基　全

書荘宅建設

器漁万馨

1
し

鎌難宅鍵糊纏域擁難額建靭一講畿　噺築　懸万霧　　　i薦築　欝万聾

1厳難字霧建時の一調滅

@凝築　嚇万霧

謡講男舞

1
し

　　　　　　　　　　1大難鍍敬鰺　擁勤率孟ノ21　　大蔑摸薮修　　　　瞳簑類鵬万難　　　　　　酸葉鐸緯謬聾

大疑護教修

@　　　酸度熱灘万鍔

一i2§一



被災者の救援　生活再建法鱗にかんする実懇分衝（下晦憲治〉

舞
一 酸 災害薄舞基金 義援金基金 市　隣　墓　金

義宅金離分離災害復興建宅資

金黛赫

　貸鍾綴．護額　圭、漁万羅

　年霧率　　　3．6覧

　（鋸選禦灘率隷，3．醗も／

　蟹還薄羅1　25隼（3年露置）“

鍵講万薯

誰灘芳鍔

馨駐艦確鐸穂鰻（薯来1こわた

　って建宅を建設しな碁書）

　　全聾者2雛万男

　　半壊巻　醜男醤

　　　　　・谷住宅鞍災煮再建鎗藏

　　　　　　　（家具等購入費勇麟賎｝

　　　　　　　全験者
譲灘万需　i　　　完全鐵宍毒・蓑鶏万難i

12建震纏舞勘絞／樗来1こわた

　って盤宅を建設しな雛者1

　　全壊者　騰万難

　　半壊春　灘万贋

書盤宅毅災者再建覇礒

　（家具箏購汽費ダ）霧賊｝

　　全墾者

　　　定全醸笑煮　　婚万韓

譲鱒万溺 その簸嶽失　揚万還“ その纏鍼曳　　講万羅

暴灘薦1 半譲巻　　　蕊芳羅 母譲巻　　　　至雨霧

設2婿糞 ・一 ｿ後書　　　董4万雛 一鶴緩害　　　各万韓

…

議灘万韓

＝経）警戒毫竣轟残霧鐘実再建蒋

轟賊事業

　噺築　灘｝蕎濁

奪警戒籔嬢爽残霧蓬宅霧建時

動威事業

　蔭築　騰万羅

蓬駐宅羅麹の造絞事業浸窪驚〒⑤緩災者環襲宅懇麺造銭鍵選

　連公莫事業　　　　　　　　　蟻酸事業

　　島，募黍舞舞麹置　　踵産夢　　　　整趣造絞跨た轟勇藩入金、

　　　　　鉛滋建藝　　5至戸　　に繋する舞子麟織及び分譲一

　　祭からみ難舞子袋舞金　　　癒嬢実現砂た誇の豹紋

　　　　　　　　　聴鍔
　　　　　　　　　　　　　全薄舞絞誹要、麗子勅裁3。畦｛慧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　圭簸擁鋳5．2憾

毬・公嚢盤i宅、藪設建宅の建設

　笈ぴ維持管運

　飯設建宅建毅　董，彊5戸

　公誉荘宅建設　　　7薄野

（…響の鰹．竣韓賃を含む／

⑫飯設盆宅紗と辱花

蕊藪設豊宅の蘇方飽稽羅

　　重量帯i糠ダ）麺羅

　・探ぞ邊承等の豊窺霧鶏

　　難破災者で土蛮漉亀験麺『

　　帯4）餐蒜倉嬉舞舞

蕊趨難住宅家賃動議

　2万霧まで絃全額

　2万欝超釜／2、酸護珪万舞

・＠藪設窪宅傘と酵免モデル事i⑦藪毅整宅等からの移転費勧

業

　試験朗に畿設住宅勇グレ1

一ドアププを錘る。

。歳

　　　s万難／鬘帯／護

i磐食毒等縫採桑戚

　　騰彗薫げ

　　王万難まで1ま全額

　　玉方響超i／2，鰻簑2響講1

　　建設，嚢入

※寒透織承装置工事慈鋳金導

　交騒事業　（島舞誘導

　　給承本管から建設敷簸ま

　で紛工事費の3ノ進勝絞

　　　最葛鰹慶欝万霧

※澄難盆宅家賃豹綾｛轟漂毒／

　桑基金鋳滅薄象舞離分

　　　　　　i万舞／擁

幾飯設建宅箏衣類乾燥擁護設

　叢運嚢事業（島康窮／

　　ホームランド餐㎜設殿運

　営鋳，竣醸気幾等｝

一i27一



行敬縫会論集　第8巻　第3号

舞 駿 裏書慧策基金 義援　金　基　金 毒　警　基　金

　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ

　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l
　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　i

　　　　　　　　　　　　　l　　　　　l

麟灘讐籔劇麟難饗貸1離郷

を郷欝欝て酵螺
　公奮窪宅として洪紹賛暮戸1

懸融駕鱗　1
三2薦超雛一魏郷 P
　　　　　　　　　　　…※籐暴承道範設災害後輪鋳寂
　　　　　　　　　　　ヨ
　　　　　　　　　　　1事業僑漂蒲
　　　　　　　　　　　i　　噴穴災害によ蓼叢書を受

　　　　　　　　　　　i　轄た本構最ぴ緯家庭設誇復

　　　　　　　　　　　い鱒購瀬

3．生業⑫支援

背 酸 災害欝策基金 義援　金　基　余 毒　竃　基　金

2③毅驚系金醗磯鑓等勇隻騒

・雲麹長犠乗輿害嬉簑資金

　　　　　　　　　儂樹

　離農雑詩嚢金

　瞳度額　騒人3，鵬千廼

　貸韓舞率　塁．醜餐欝．象

　譲遠類翼　　2§年／3年露量〉i

参移嚢講籔資金（義葺

　陰嚢額　　　玉総，（購千韓

　貸韓秘薬　　5．磐駁舞雲。§1

　叢還蕩羅　　緯隼（3年露羅〉，

・鐘縫会懸挺趨設移転葭蘂詩4〉

動議

　　履214、験i！4）

魯歓会穣縫漢人の降灰繋策事

　業

　（蟹214，桑L礪／

　　　　　　　　　　　　　1
一薯事業勇麗華麟i勤緩金　　　　1

　　農替業者　・漁業者　　i

　　療工業者　・診療署箏　　1

　　　　　　　　　　　　　ト　　　　韓毯1欝　　肇｝万簿｝　　i
　　　　　　　　　　　　　i

l＠隻楽舞韓資金稀子等穂綿事1

　業
建艦薬毒繋資金舞子等補綴事

業　　　　　i
　　　　　　（一蕪無舞子姥）

　　　　　　　　　　　　　　i

・愚移巽認策資金稀手捕維事業i鯨移嚢慧策費金秘子蕪緯事業

5鞠磯子藪　i
　　　　　　（＿藷無舞子鶴　l

　　　　　　　　　　　　　l

　　　　　　　　　　　　　…
罐〉麺余蘊醜設移転駿築時のi

磁　　　　　1
　　　｛事業負獅12）i

　　　　　　　　　　　　　　I

．簾纐瞬刻
　　騒羅嬬豹勇璽象となちな1
　セ・檬蕎藪の空講譲韓磁壁霧i

　l毒難難の、，2，1

鎌災農家営農資鑛還羅滑1

紀　　　　i
　　　霧豊跨麟嚢資金の譲還韓1

　　滑紀を襲番たあの舞子跳破1

5年譲4〉舞子軽誠

　　　　（一躯無舞子｛牲

i鬱鬱　　　　（深溝）

！　　綾災煮卑／1・金業者舞子擁

i毅
1薦義華難鎚貧鉱

　　・深溝醗災害薄策姿金舞子

　　鶴舞
　　　　　　（一難無舞一子｛ヒ）

1
i

灘難灘欝
　　　　　　　躁、箋額5総男舞

土趣懸上豹戴慶1滅率t1遵

I

i
i
i

I
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霰災者の救援・生活再建鞍擦1にかんする実態分蟹（下鐵憲治1

4．羅馬購策

砦　　　　　駿 災害馨策基金 義援金基金 薦　野　基　金

拶～3麓職掲談、職業あっ鋳 ＠警戒琶壊鞠解熱された鐘 蚕嚢労書空活維持資金支緯峯

壌砂事業奪へ就職した都こ 業　　　　　（舞舞赫
薄し奨議会を支緯 給与等ぷ減少した嚢労妻

玉人欝薄薄 に請し、生毒緯持資金を瞬

（要辮こよ蓼3万鯵 絞　　工鰯溝／人

2鞍災求職老鴬羅氈職支慶金

i人董鞭舞

薙醗賭を鴬零麟し鳩合，

事業主に璽して．支蘇った

績与の一難を雛絞

i人薄暮万韓xi2薄

魯串雇・蝶労灘麹施設轍 蓼桑の謹資に薄する一定擁1

i鞍壷 子嬬総／一難無舞子建1

縦業翼建宅㊧衡羅勤

§麟講整豹紋金支援 §融．と灘瀞％以上減少し
（率小金薬疹堤台、羅2／3， た事業都こ射して，誌業平

事業巻罫誹 当金を女塾っ雌給、そ謬

一難を轟然事業舞負握の

i／21

璽蟹の雇霧講獲麟藏金発動鋳

の2醐鐡こ集る豹綾

覇分稼業手塞実績額x2薄

＠職業灘輔養 ＠羅の縫麟適墨書に薄して、

（講練手当の支給 露の職業講練墨難こ華瓶

奨麟金を支緯

愚技籠講習の受託変業者等に

薄し，委薮奨雛金を支纏

馨鞍美都職業謳続投の審察

警こ入寮鐙舞台．憲憲費融

一部を紡絞／欝，鰯鼎

霧職業謡糠支度金灘簑 麟職難麟認費勧戒
教群書等購入費ξこ薄して、

P、3万跨鎌誘を勤威

莚織職畷，職業あっ旋 磐職業藷簸趨設等見学会

露鍵書置接事業！

一！29一



行政被会議集　第8巻　第3暑

H．濃抹水産雀4〉災害麟策・復興鰐策

藁．農林業

行　　　　　致
｝

災害婦策基金 義 媛 金 墓 金 毒　野　墓　金

㊤騨独の家憲確難磯 1　　　　　　　　　　　　1

ｮ離籍繊勤藪　1 1
〔劫罎藪131i

多

（謎難齢等の雛難破 鍵難畜金讐の繕辮鍼

織綾率玉雌｝ 島壕講豹歳載雄i
欝欝難破毅騰

1
※蘂雛醐家畜導藤業

／島漂毒、深麺醗

勝議率髭亡蹴綜講
売舞繋鵯鎌内

1
蜷産難整欝課全勤威儘

1 原凝

i ノコクズ購入費3脇

轡農造の災害饗舞 書紫替営雛貸馨

代替簸得惣講する鐸鍼な 薮災営農都こ一建蒲幾無

し 襲貸与、鞭麗後醸譲
t

鯨難鱒上縦進灘魏
整騰勤礒

農艶鄭盤灘翁絞
麟議率2／3

磯雛整灘費欝万韓ノ欝a

農難接盤協力譲し

2万羅ノ歪穣

釜類轟設等1礁る各種補勤

@凝窪

@薦，辮擁鋳事業
@　票単独の蕪劫事業

｝i隊購鞭建麟鍵旗　操をレ2軽減　　雄髄魯等　　暢承麹設等

蓼共聯襯畜奢建設費鍼
@　　（葦源毒，深江略

@　鶴勤薄蒙興事熱こ薄し，

@雛織議
買の鶴勤事業 1．嚢肇鷺難講

纏業翠黄欝籍設罵蜷欝鐘繋

験瞬翼蜜舎等
（島漂蕎

1続ス羅費灘 i 鞭倦地糾2！講戚

蟻藁鑑謹庭設 1 β
…

1きのこ讐購蟻 ヒ
…

1

il雛業醐艇蠣たにハウ
P　ス，畜舎、農舎等を再醐しiた霧会麟人織こ齢 i

｛
i
i

i

1農藤犠欝 1
き
…
1

1
…
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被災者の救援　盤活再建法簿1にかんする実態分新（下戯憲治〉

蕎　　　　　致 災害璽策基金 義叢金基金 藩　驚　墓　金

現難購万鍔 選舞憲髄設移転、再鷲難読

供疑趨設に適羅．臨懸鹸

鋳銭襲12

驚藤移藪2鑓万羅
現遷騰万穫

③農趣災害幾嚢事業、災害魏 ③襲地震害蜜擁等豹戴事業 ⑦簸麹災害衡購奪鍼事業

連事業業、一般土難破農事 農匙災害饗遵褻嚢整籔事 ／轟漂毒、灘購｝韓藝鞠

業 専
藁 騰建華島奪毒25％寡羨

渦雛嶽蓬災害誇拳建1 一鍛土地教爽事業 濃鋒霧22弓紘携

農融醗発整薦事業

農誓基盤整繕事業 ※安串懇濃縫幾興蟻戴事業

越元負麺鮮3醸こなるよ 1島懸鵜

う基金で勝絞する 事業難進のため農趣復興

推遵雛議会へ縫繊

※曇毫基盤整薦事業傷原蕎

弩敬碓擁雛欝象齢事業費の

レ2覇綾

麺鍵　　講万簿覆嚢

⑧鍍災農業都宝、俸嚢転藻導

みた蝋暴鰺を欝霧合．
一定の響鯵もとに，職業

譲繍こ準慧た手当てを支纏

響鋒灰駿害のため稚蚕を蟹糞

委誕すξ霧合，委藷事業費

」）工、一2を鵬礒

蓼鞍災農家の粟雛墓木鍛織こ 聾鍍災農家の票樹蕊本象得1こ

財し生12を麟竣 餐しi～至尋を紡威

傷舞誓，深麺鞍

纏螢灘講纂事業
儘象毒）鰯、籍1

警綾藍域等のi鍵によ婆、

欝礁こ2年雛．ヒ要する蔦鎌こ

鞍害を受謬た農家の慧農響鰻

を勝歳

勝鍵率1－2輩醜

簿～響瀞灘策事叢麟災餐 暴縫iど二一ノレ襲嚇えに鶴

籔穀整韓事業．萩麹馳） う普蓮ビエールとの懸纏差

蟻難乗鵡濁選地鰯綴誉農 の7一簿を蕩議

鱒策事叢薩鵡
緯象罎籔島原毒、喜騨｝，

鐘昆警，職癬ぎ、窺喜馬

町、ヰ騰焉驚．茜喜家町， 舞馨灰薄策事叢 、離絵籍毅鐸髪難策事業織

有家警．霧津野、深江町 髄災鷺農藷設整繋事業の 箒義設／（深謹聯

のi離舞 補覇講象躰設翻灘する 鯉覇議を含朔“鋼納
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行政縫合譲葉第8巻第3弩

鴛　　　　　致 災害鰐策基金 義 媛 金 基 金 鳶　際　墓　金

事業霧幾欝～各年度 E
i

葺誠籔ぴ災害救髄薮i翻1

メニュー 1 地霧こお1重る轟存のノ・ウ 1
1爆漣かんオ無雙設 スξ）スプ華ンクラー等へ

野菜等鞍覆麹設等 の麟歳働歳率i，『3） ※降藪講策鶴舞薦

嬉勤率 ・ハウス．籐易ハウス鈴鯨 ・野菜．鶏1．かき晦鱗

籔ノ2，黙礫、霧難蒲
＝

塵ビニ畔レ欝替え経費 童譲魏設

・蟹錘墜大韓策事業 に僻する雛綾 被覆箋設竣気装麗

（禦単｝ （懸路差の8藩～71鶴 被覆麹談義逢機雛擁護

蝿象舅籔 働戴率　レ跨義）

島募準島で活彙衆羨羅辺 櫨欝騰勢・ウス鞍覆

漣廃綴嚢襲薄策事業の 肇樗転操健連

繋蒙となら無購 磯絨撃　8麟納）

事業擬擬．メニュー等

難きf纏羅邊地壊慈父嚢 ※嚢礎裁土壌矯蚤島轟轟

農欝策事業に準纏る ±壕轟酸性譲iのたあ苔

補懸率
士石灰を．鐙綾窮乏のた疹

票4。∫欝，職灘 パーク堆罷の購入動絞を実

噺農激（渠菊
施する

ハウス設量等
（欝，票、毒補講の蒲完

黙，ノ3～F2
雛寂率　玉1謝

き鍵難畜舎等倦．鍮破 ※降灰鋳豊、降灰験芸癒設整

鐵僑無毒．深窪驚）

喋鑑粟窪浄麹設

たばこ濫浄機織

嬰菜降授鋳豊栽鰹縫擁護

降灰鐘蟻かき安定薄策箆毅

羅き礎賊塁嶺安達薄策旛殺
｝ 羅霧灘蟻集欝鋸鰹勘確保i 懸策雛絃施設

1 掻．祭．青郷穂懸虜擁完

ヒ 麟載率　i騰｝
i
隻

窪轍叉農菊鰹鍋鶴雛続
≡

馨搬農勲鰹勤纏縫続
吟た誇1こ必要な譲警環ハウ

i
のた戯こ必要な羅雲霧ハウ

ス等の鮭働載
し ス等の欝至懸戴（麟講

働寂率　レ2／
i
…
」

励蔽率　玉～揖

莚鑛協嶺馳ウス等曜芸羅 …
↓

繋農濃響設置費の一蔀を験綬　　働絞率　玉12）

l
i
ヒ慧降灰叢害の森赫翻般め
1

罐機講縷搬嚢敏跨整騰笥こ要する経舞こ i
と

薄する騒彙 1

緯灘こよる濃分の3纏｝
し
…

一蓋32・一



被災者の救援　猛活再建法簿1にかんする実態分新（下山憲治〉

鴛　　　　　致 災害講策基金 義 援 金 墓 金 毒　弊　基　金

馨森孝継成建選事業

ﾉ3騰～議暮．
[L灘～2騰，毒興21灘

鯵難欝罹る劃　　　　繍率玉！2沼　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　…　　　　　　　　　　　　…

※生籬経合運営費蟻銭儲療

香@　麟扶聾費．懸象費麩綾

p農業磯雛等購入題威

@　　　（島募毒．深義鋤

@i12華城騰万鍔鍛凄

2．水産業

行　　　　　致 災害醤策基金 義援金基金 毒　野　基　金

還漁難設置事業 ㊤全署義等で失わ轟た灘窮の

1董璽魚礫馨3絡、 凝綾の廷赫．魚礫設置難

舞216．堆灘耀／ 趨こ蝋する難薫舞甕の軽議

（亀髭負撞禦121

馨漁露⇒漿籍する種蕪敏捷経 ⑨譲搬漿癒する種藷敏濠経

灘砺す磯撫マダイ，ク 費に薄する懸譲

ルマエビ等、蟻酸率醗毒｝ 紡績畢島原奄軽．§！欝

深江町　玉、！鰺

馨ア鯵、効メ種麹臓
働戴率　i〆2／

㊨擾岸漁業撰進酸善事業讐 ㊥逡元負握の軽減垂こよる檎造 ＠麺叉負舞の軽蘇はる構造

薙設整箋 駿善事業⑤建造 改善事業の蓬進

縷4／i銀1誰12、 鯰髭負檀の葺鶉 ／島悪善，漢江嚇

黙3ノ灘～i1欝、 鶴舞善趣叉負莚の魏以病

難発3繕～i15／ 灘講　　　串　213

磯雛復i曄業
縫5ノ欝．蒙3！懲～i1欝．

難業3！き～i1き．

傑承産 巌漁霧等癬業麗鎌豹議傷漂

擦5ノ鷲～3灘．地発 毒1麗豹織購万韓籔痩
7ノ癬～5、鱒／

※灘本魑遷認策事業豹破

愚緊急通懸システム整錨事業 響緊憲逓鱈システム整懸こ俸 島瘡毒灘懇の艦上舞難球

構造改善事難こよる露劫 う鍵元負撞の軽藏 深江驚灘纏食糧豊穣峯額

威 難業負麹〉至12／

憾承産業蘇髭事熱こよる ※濠業藩舞談合事業瀦勘歳

膿磯城 癒大嶺靉靆駒靉靆こ海雲す （島醸薦

影響遜糞熱こ僻する勧戒 安寧濠繋への事業再駆雛賎

／基金懸鴨劫磁 購五湾
羅欝繭承産業復興事業

＠鐵業再勲撓めの舞たな漁 麟i江鋤（難．豹

業駕麹設吟再建1覇威儀 縫岸灘謹鰯醗事業／

人擁認こ遙黙晦蝉レ2 灘麟糟う鍵懸魚磁造藤こ豹

畷覆額移転2鑓万還 威　地業負極の誓4芝納

現地欝万零

一i33一



行政縫会譲葉　第8巻　第3畢

醗．藏工業および観光の振爽

待　　　　　駿 災害認策基金 義 援 金 墓 金 毒　欝f　基　金

②藤篠衡落盤匙鰐策

@アーケード、立棒鍵牽霧等

鑛灘購譲鱒国　する饑歳　　　　　　1 藩褻蕪衡薬嚢癒設設纂麟ま事

ﾆ　優糠劾譲毒，鶏
其癖蓮設 鋳歳事　　　　　　　i

綴籔濃金貸懸、き翻 翫負勘茎12－3－4i
・臨肇の醸造 …

i

磯綴蜜金貸騒、7翻

曾雛髭客誘致事業．籠尭宣転

　　　　　　　　　　　　　1籔簸攣滋輿車難離す慰

事業．電場産業振興事業 勤駿　　　　　　　　i
喋寧稜の一般魯舞究宣転

　　　　　　　　　　　　…

E驕淫齪蝶　i ※凝蕎鑑撫ヒ舞誠事業

・雲強叢災害簑興キャンペ 伊レヒ犠縫製馨支援　… イベント事業攣威

一ン等 ・醗疹、雑貨等誘致奨励 僑瘡毒．諜謹鞍｝

大会．蟻騒致難i 鞄発負撞瞬12懸薦
島原半島騨一ン事業　1 藤落籍灘寮ヒ事業（島漂

大難樽ト叢　　i 蕎

！隷霧鐘ラトー 漣勇魚援の義1i麟1鱒

・ふるさとまつ弓1瘍練　… ※観光振興講策饒威事業傷
原漿／

i
噸鑑宣伝隊

… ・テレビ数紋

薦騒i
構鞍誌

1
1

※観髭霧誘地イベン蹴叢

1 （島舞鶴

1 鯰髭負覆畷一f織紋）

薙璃工業考箪礎する移転薄 ⑫磯導の移転再灘調製
策資金、復興資金

1
誉
懸
載
…

藪軸2　　i
畷護額移癒鱗万鰹

…　　　　養鯉欝万鍔 1
！
し

藩王雛等設羅掛接 愚妻姦通褻に立地する全美1こ！
1

！罹る舞子磯　　　1 …

し…織筋み姫2雛　… …
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被災者の救援・生活再建法舗にかんする実態分新（下妻慧絵〉

霧．その魑紛災害薄策および後輿・振興

鴛　　　　　致 災害婦策基金 義援金基金 毒　霧　墓　金

鉱薬鑵畷害撚鍼……鐙嫉鑓戯書麟鍼
縫業負雛の3雌｝

馨蓬療事業者等i磁する経鴬 馨診療醗．薬騒等み移乾，再

粥駿金等 駕に蝿する鋳絞

晦蔓毅〆2

騒変額移転獅万韓
現地鵬万糞

愚書鑑勇奨学金麟窪 1鍛褒懸生織斑すξ欝1 ※擁厳責資金／島霧燕／

教奮資金交譲 改学生等欝万羅

嬉親もしく轍腰細かが

琵亡　　　鱒～韓万羅 ※蜜纏害獣学媛勘資金

薩家滋象　1§～篶万醤 （深濠懸

磯蔑琶観護等雛i者 り1孝生　　2万霧

2～s男雛 串学隻　　3万欝

腐裟生　　5蒼擁

大学生　8万韓

擁設蔓宅艇iき室を壌翼し ㊧集会藤鍵設事業覇絞

た麹鴨躯謹等、集合避叢 韓絨率　！12／ 楽飯設建宅レ・こいの無釜設鍛

趨設 運誉事業嚇原薦
発熱素質、緩み馳等羅持

費支弁　i　鍵瑛会羨

魯ねたき姥人の選難方慈と

して‘嚇麗養護老人本一ム

箏の短黎λ誘経費を蕩歳

／ショートステ肴

憲移藪蝶オ警転灘こおセ鷲

遅戴文｛繍発擁護灘必要

になった離合、その経費の

一鶴を豹歳

働統率　31鰐醗

馨鞍災蓄議鋤植立後職こつ

セ・て集会を行屑拾の硅藻

経費を懸績 1

騒幾額患鰐騰 i

駿雛護学灘通学費｛賊
警萩琶籔等の護憲こ講、

]羅灘燵学費爵灘観た傑
i

護灘簸軽減礫め翻経
��懷U

｛
1
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待 致

行政経会舞舞集　 第8巻　 第3号

災害爺策基金 義援金墓金

一i3ε一

毒　購　基　金

※各種羅察掻疹筆触絞（島漂

毒／

　支纏畷痩　桑講　3万㌶

　　　　　票磐　§万婁

※霊簸普賢濫噴火災害慰霊事

業儘療菊
　　棲女災害穣雛巻ダ魔霊式

典の一講絨
※溝ランティア鶴議会業務委

　託事業（島療華｝

　　　　　　2講羅環
嶽災害幾達文書羅藷騎威事業

傷漂麟
　舞麹会に難し盤鞍懸繊

　　琢等塞　　　2，騰霧

　　縫帯毅　　　　騰簿

叢スぷ一ツ・レクレーション

　大会参躯鍵進事業｛探蔑鐸f）

　　鰹，倖沓議会．教責委員

　会の三番で薬鑵する大会に

　参越する霧台、i畠濠会に

　3署羅文繧5野鶏を饒破

墨曝爽に黄綬るな薪花野っぱ

　験運勢圭事業（濠麺驚｝

　　毒治金鶏館，学擾，職講

　等を通じて、葛の慈等を垂

　薦

※人軽蕎銭蟻戴繊窪聯

　　被災豊昆の災害懸案．蜜

　興等に必要な暴警に要する

　経費艮び講習会でみ講麺譲

範等を懲戒

※鋳災濃絵落垂齪進事業／深

江賜
　旛設み建築等に要する経費

勝銭率　i／2

　　　　鞍護無筋鍔
※畠主鋳災綴雛設立、濫勧等

　に要する経費羅鰐し講綬

　（深江繊

　i豊漆会灘万，鉛秀羨

　i，辮響ノ獣帯

銀災害語録等窪威紡歳事業

擬降憂袋愛妻事業


